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１．事例の概要 

経産婦。予定日を３日過ぎており、子宮口の開大は３ｃｍのため墜落分娩

の危険性を考慮して計画分娩とし、妊娠４０週３日予定入院した。入院後メ

トロイリンテルが挿入され、その２６分後に分娩監視装置が装着され、医師

は異常なしと判断した。メトロイリンテル挿入から１時間５０分後、自然脱

出し、子宮口の開大は５ｃｍで、医師は経過観察とした。家族からみた経過

によると、診察室で抜去したとされている。メトロイリンテル脱出から１１

時間１０分後、陣痛が発来した。その１時間後、看護スタッフが内診を行っ

たところ、児頭の位置はＳｐ－２ｃｍで、頸管の異常に気づき、医師に連絡

した。胎児心拍数陣痛図では、高度遷延一過性徐脈および高度変動一過性徐

脈が認められた。医師は内診で臍帯らしきものが触れると判断し、母体搬送

を決定した。陣痛開始から１時間５０分後、臍帯が脱出した。その１１分後、

当該分娩機関に到着し、胎児心拍数は約４０拍／分、内診では子宮口全開大、

児頭の位置＋１ｃｍであり、クリステレル胎児圧出法を併用した吸引分娩が

行われ、児が娩出した。羊水混濁が認められ、臍帯の長さは７３ｃｍであっ

た。 

児の在胎週数は４０週４日で、体重は２７００ｇ台であった。臍帯動脈血

ガス分析値は、ｐＨ６．９９、ＢＥ－２０．６ｍｍｏｌ／Ｌであった。アプ
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ガースコアは生後１分、生後５分ともに０点であった。新生児蘇生が行われ、

気管挿管後、アドレナリンが投与され、生後２０分に心拍が再開した。重症

新生児仮死と判断され、クエン酸フェンタニルによる鎮静が行われたが、四

肢のぴくつきが出現し、フェノバールビタールナトリウムが投与された。頭

部超音波断層法では、医師は側脳室が狭い印象を受けた。Ｓａｒｎａｔの重

症度分類はⅢ度と判断され、生後３時間に脳低温療法が開始された。生後５

日、脳波検査は非連続性パターンのみで高度活動低下がみられた。生後１０

日、頭部ＭＲＩ検査では、Ｔ１で視床、基底核、大脳皮質にかけて高信号あ

り、低酸素性虚血性脳症と診断された。 

本事例は診療所から病院へ母体搬送された事例であり、搬送元分娩機関で

は産婦人科専門医１名と、看護師１名、准看護師２名が関わった。当該分娩

機関では産婦人科専門医１名、産科医１名、小児科医３名と、助産師５名、

看護師１名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、分娩中に発症した臍帯脱出に起因

する臍帯の血流障害により、胎児が急性の胎児低酸素・酸血症となったこと

と考えられる。臍帯脱出がいつ発症したか特定することはできないが、妊娠

４０週４日の陣痛発来から約１時間後には臨床的には臍帯脱出の状態であっ

たと考えられる。臍帯脱出の関連因子としては、児頭が未固定であったこと、

および過長臍帯が挙げられ、間接的因子としてメトロイリンテルの使用が関

連した可能性も否定できない。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠４０週２日の内診所見、経産婦であること、妊産婦の自宅から搬送元
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分娩機関まで要する時間から、墜落分娩の危険性を考慮して妊娠４０週３日

に計画分娩としたことは選択肢のひとつである。メトロイリンテルの使用に

際し、入院後に実施したこと、抗菌薬を投与したこと、陣痛発来時に分娩監

視装置を装着したこと、固定時の注入量は一般的であるが、臍帯脱出に関す

る説明と同意について記載がないこと、メトロイリンテルの挿入時、脱出時

に臍帯下垂や臍帯脱出の確認について記載がないこと、分娩監視装置を装着

していない時間帯があること、臍帯脱出を確認した際に母体搬送としたこと

は基準から逸脱している。メトロイリンテル脱出後、性器出血がみられた際

にナプキンを確認し、破水ではないと判断したことは選択肢のひとつである。

胎児心拍数陣痛図でレベル５（高度異常波形）が認められ、内診で臍帯らし

きものを触知した時の対応については急速遂娩を考慮しなかったことは基準

から逸脱しているとの意見があるが、一方で、先に母体搬送を考えたことは

やむを得ないとする意見の両論がある。 

 当該分娩機関到着後にクリステレル胎児圧出法を併用して吸引分娩を行っ

たことは選択肢のひとつである。吸引分娩の手技は基準内である。臍帯動脈

血ガス分析を行ったことは一般的である。胎盤病理組織学検査を行ったこと

は適確である。 

生後２分に胸骨圧迫が開始されたことは選択肢としてありうる。生後７分

に気管挿管を行い、その後アドレナリンを気管内投与したことも選択肢とし

てありうる。その後のＮＩＣＵにおける検査・治療は一般的である。脳低体

温療法を行ったことは適確である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）搬送元分娩機関および当該分娩機関における診療行為について検討すべ

き事項 
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 （１）搬送元分娩機関 

   ア．メトロイリンテルについて 

     「産婦人科診療ガイドライン―産科編２０１１」では、用量４１ｍ

Ｌ以上のメトロイリンテルを挿入する場合には、「メトロイリンテルの

使用中・使用後に臍帯脱出が発症した症例が存在する」ことを含めた

インフォームド・コンセントを得ること、分娩監視装置による監視を

行うことや、緊急帝王切開術が行えることを確認しておくことが推奨

されている。また、腟外脱出時には内診および超音波断層法で臍帯下

垂・脱出の有無について速やかに確認することが推奨されており、上

記手技はガイドラインに則して実施することが望まれる。 

イ．妊産婦への炭酸水素ナトリウムの投与について 

妊産婦に炭酸水素ナトリウムを投与することによる胎児低酸素への

効果に関しては根拠がなく、母体への影響のみが残る可能性があること

から、使用を控えることが望まれる。 

 （２）当該分娩機関 

    特になし。 

 

２）搬送元分娩機関および当該分娩機関における設備や診療体制について検

討すべき事項 

 （１）搬送元分娩機関 

ア．他施設との連携体制について 

常勤産科医１名が勤務しており、本事例のような緊急時の応援体制につ

いて周産期母子医療センターである当該分娩機関や地域を含めて検討す

ることが望まれる。 

イ．院内の体制について 
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臍帯脱出や常位胎盤早期剥離などの胎児の緊急的事態に迅速に対応で

きるよう、施設における手順を決めておくこと、および普段よりシミュレ

ーション等を行い、体制を整えておくことが望まれる。 

 （２）当該分娩機関 

    特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

臍帯脱出に関する研究について 

臍帯脱出の原因には不明な点が多いが、本事例のようにメトロイリンテ

ル挿入後に臍帯脱出を起こしたとする報告は他にもあり、その因果関係に

ついて、学会レベルで症例を蓄積し、調査・研究が行われることが望まれ

る。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


